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教
育
法
)
・
東
京
大

学
教
育
学
部
(
教
育
行
政
論
)
・
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
(
教
育
行
政
史
)
、
和
光
大
学
人
文
学
部
(
教
育
法
学
)
・
熊
本
大

学
教
育
学
部
(
教
育
行
政
)
・
神
戸
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
(
学
校
経
営
)
・
駒
沢
大
学
文
学
部
(
教
育
法
規
研
究
)
、
熊
本
大
学

政
研
究
)
等

大
学
院
教
育
学
研
究
科
(
学
校
経
営
論
)
・
駒
沢
大
学
文
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部
(
教
育
法
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研
究
)
・
早
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学
教
育
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(
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育
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学
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教
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行
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歴
〕
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1
一
九
八
二
年
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一
九
七
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1
一
九
八

0
年
度

一
九
八
三
年
一
一
月

i
一
九
八
五
年
一

O
月

一
九
八
五
年

八
月

1
一
九
九
三
年

五
月

日
本
教
育
法
学
会
理
事

-951-

日
本
教
育
学
会
『
教
育
学
研
究
』
常
任
編
集
委
員

日
本
学
術
会
議
(
第
十
期
)
学
術
体
制
委
員
会
大
学
問
題
小
委
員
会
委
員

日
本
教
育
法
学
会
『
教
育
条
件
整
備
法
制
研
究
特
別
委
員
会
』
委
員

日
本
教
育
学
会
『
教
師
教
育
に
関
す
る
研
究
委
員
会
」
委
員

関
東
教
育
学
会
紀
要
編
集
委
員

九
州
教
育
学
会
理
事

一一円月

日
本
教
育
学
会
理
事



法学論集　49〔山梨学院大学〕952

一
九
八
五
年
　
三
月
～
一
九
八
七
年
　
六
月

一
九
八
七
年
　
七
月
～
一
九
九
一
年
　
五
月

一
九
八
七
年
一
一
月
～
一
九
八
九
年
一
〇
月

一
九
八
八
年
～
一
九
九
〇
年

一
九
八
九
年
一
二
月
～
一
九
九
二
年
　
三
月

一
九
九
〇
年
　
八
月
～
一
九
九
九
年
一
〇
月

一
九
九
一
年
一
一
月
～
一
九
九
三
年
一
〇
月

】
九
九
六
年
　
五
月
～
一
九
九
九
年
　
五
月

一
九
九
七
年
　
五
月
～
一
九
九
九
年
　
五
月

二
〇
〇
一
年
九
月
二
十
二
日

日
本
教
育
法
学
会
年
報
編
集
委
員
長

日
本
教
育
法
学
会
事
務
局
長

九
州
教
育
学
会
理
事

日
本
教
育
学
会
『
教
育
制
度
研
究
委
員
会
』
委
員

国
立
大
学
協
会
『
国
立
大
学
財
政
基
盤
調
査
研
究
委
員
会
』

日
本
教
師
教
育
学
会
理
事

九
州
教
育
学
会
理
事

日
本
教
育
政
策
学
会
理
事

日
本
教
育
法
学
会
会
長

日
本
教
育
法
学
会
名
誉
理
事

委
員

〔
著
書
並
び
に
編
著
書
〕

1
　
『
明
治
憲
法
下
の
教
育
行
政
の
研
究
ー
戦
前
日
本
の
教
育
行
政
と
「
地
方
自
治
」
ー
』
、
一
九
七
〇
年
、
福
村
出
版
（
博
士
論
文
、

文
部
省
科
学
研
究
費
・
研
究
成
果
刊
行
費
助
成
図
書
V

2
　
『
解
説
教
育
六
法
』
（
有
倉
遼
吉
編
集
代
表
を
は
じ
め
と
す
る
共
編
著
、
一
九
七
一
年
～
二
〇
〇
〇
年
版
ま
で
編
集
）
、
三
省
堂
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日
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の
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文
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文
部
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『
解
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(
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編
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表
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『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
1
』
、
第
二
章
　
国
家
行
政
の
確
立
と
展
開
、
一
九
七
三
年
、
国
立
教
育
研
究
所

『
史
料
教
育
法
』
（
寺
崎
昌
男
、
平
原
春
好
と
共
編
）
、
一
九
七
三
年
、
学
陽
書
房
、
一
九
九
一
年
、
増
補
版

『
教
育
法
学
の
課
題
』
（
小
林
直
樹
ほ
か
と
の
共
編
者
）
、
一
九
七
四
年
、
総
合
労
働
研
究
所

『
学
校
教
育
と
教
職
員
の
権
利
』
（
教
育
基
本
法
文
献
選
集
5
）
、
一
九
七
八
年
、
学
陽
書
房

『
史
料
日
本
の
教
育
』
（
山
住
正
己
と
共
編
）
、
一
九
七
八
年
、
一
九
八
六
年
第
三
次
改
訂
版
、
学
陽
書
房

『
教
育
法
規
事
典
』
（
兼
子
仁
と
共
編
著
）
、
一
九
七
九
年
、
一
九
九
一
年
追
補
版
、
北
樹
出
版

『
教
育
委
員
の
準
公
選
』
（
伊
ヶ
崎
曉
生
、
兼
子
仁
、
三
上
昭
彦
と
共
著
）
、
一
九
八
○
年
、
労
働
旬
報
社

『
児
童
憲
章
－
日
本
の
子
ど
も
の
権
利
宣
言
i
』
（
田
代
不
二
男
と
共
編
著
）
、
一
九
八
○
年
、
北
樹
出
版

『
学
校
現
場
の
法
律
知
識
〈
高
等
学
校
編
〉
』
、
（
兼
子
仁
、
平
原
春
好
と
共
編
著
）
、
一
九
八
一
年
、
北
樹
出
版
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追
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出
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七
九
年
、

9 

『
教
育
委
員
の
準
公
選
』
(
伊
ヶ
崎
暁
生
、
兼
子
仁
、
三
上
昭
彦
と
共
著
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、
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校
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『
学
校
現
場
の
法
律
知
識
〈
小
学
校
、
中
学
校
編
〉
』
、
（
兼
子
仁
、
平
原
春
好
と
共
編
著
）
、
一
九
八
三
年
、

『
学
校
か
ら
み
た
教
育
政
策
』
（
牧
柾
名
と
共
編
著
）
、
一
九
八
三
年
、
有
斐
閣

『
教
師
の
採
用
－
開
か
れ
た
教
師
選
び
へ
の
提
言
1
』
（
土
屋
基
規
と
共
著
）
、
一
九
八
四
年
、
有
斐
閣

『
中
野
区
教
育
委
員
準
公
選
を
知
る
た
め
に
』
、
（
兼
子
仁
と
共
編
著
）
、
一
九
八
五
年
、
エ
イ
デ
ル
研
究
所

『
必
携
学
校
経
営
』
（
河
野
重
男
、
高
野
桂
一
と
共
編
著
）
、
一
九
八
六
年
、
エ
イ
デ
ル
研
究
所

『
教
師
の
研
修
権
－
学
校
教
育
と
教
師
の
地
位
1
』
、
一
九
八
八
年
、
三
省
堂

『
現
代
教
育
の
課
題
』
（
住
田
正
樹
、
南
里
悦
史
、
望
田
研
吾
と
共
編
著
）
、
一
九
九
一
年
、
北
樹
出
版

『
現
代
の
教
育
法
と
教
育
行
政
の
理
論
』
（
編
著
）
、
一
九
九
三
年
、
三
省
堂

『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
教
育
法
』
（
兼
子
仁
と
共
編
著
）
、
一
九
九
五
年
、
北
樹
出
版

北
樹
出
版
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校
現
場
の
法
律
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識
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校
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学
校
編
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』
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仁
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共
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仁
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携
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一
と
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編
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17 
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教
師
の
研
修
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学
校
教
育
と
教
師
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地
位
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九
八
五
年
、
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年
、

エ
イ
デ
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研
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、
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21

　
『
現
代
教
育
学
を
学
ぶ
』
（
南
里
悦
史
、
住
田
正
樹
、
望
田
研
吾
と
共
編
著
）
、

22

　
『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
　
教
育
行
政
学
』
（
平
原
春
好
と
共
編
著
）
、
一
九
九
六
年
、

23

　
『
教
育
法
規
新
事
典
』
（
兼
子
仁
と
共
編
著
）
、
一
九
九
九
年
、
北
樹
出
版

〔
分
担
執
筆
論
文
・
分
担
執
筆
者
〕

一
九
九
六
年
、

北
樹
出
版

北
樹
出
版

1
　
「
視
学
官
・
視
学
－
教
師
を
規
制
し
た
教
育
行
政
」
（
中
内
敏
夫
・
川
合
章
編
『
日
本
の
教
師
1
』
、
一
九
六
九
年
、
明
治
図
書
）

2
　
「
教
育
会
・
教
育
会
議
」
、
「
国
民
の
教
師
へ
の
転
換
」
（
中
内
敏
夫
・
川
合
章
編
『
日
本
の
教
師
m
』
、
一
九
七
〇
年
、
明
治
図
書
）

3
　
「
指
導
助
言
行
政
の
原
則
と
教
育
課
程
・
学
習
指
導
要
領
の
基
準
性
」
（
教
育
法
規
研
究
会
編
『
学
習
指
導
要
領
の
法
的
批
判
』
、

　
一
九
七
〇
年
、
勤
草
書
房
）

4
　
「
教
員
採
用
制
度
の
法
的
概
説
」
、
「
保
護
者
の
就
学
義
務
」
、
「
教
育
行
政
と
地
方
自
治
と
の
関
係
」
（
山
本
敏
夫
、
兼
子
仁
編
『
教

　
育
法
制
』
、
一
九
七
〇
年
、
学
文
社
）
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5
　
「
学
校
教
育
法
第
四
章
（
四
十
一
～
五
十
一
条
）
高
等
学
校
」
（
有
倉
遼
吉
編
『
教
育
法
ー
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』
、
一
九
七

　
二
年
、
一
九
七
七
年
新
版
、
日
本
評
論
社
）

6
　
「
教
育
行
政
と
地
方
自
治
」
（
兼
子
仁
編
『
法
と
教
育
』
、
一
九
七
二
年
、
学
陽
書
房
）

7
　
「
教
育
行
政
に
お
け
る
住
民
自
治
」
（
兼
子
仁
、
永
井
憲
一
、
平
原
春
好
編
『
教
育
行
政
と
教
育
法
の
理
論
』
、
一
九
七
四
年
、
東

　
京
大
学
出
版
会
）

8
　
「
教
育
行
政
」
（
牧
柾
名
、
平
原
春
好
編
『
教
育
行
政
』
、
一
九
七
五
年
、
学
陽
書
房
）

9
　
「
学
校
H
営
造
物
論
、
学
校
の
法
体
系
、
各
国
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
つ
い
て
」
（
中
内
敏
夫
、
吉
田
章
宏
、
堀
尾
輝
久
編
『
現
代

　
教
育
学
の
基
礎
知
識
』
、
一
九
七
六
年
、
有
斐
閣
）

10

　
「
教
育
権
の
独
立
と
教
育
行
政
の
責
任
お
よ
び
限
界
」
（
永
井
憲
一
、
堀
尾
輝
久
編
『
教
育
法
を
学
ぶ
』
、
一
九
七
六
年
、
有
斐
閣
）

11

　
「
教
育
の
内
的
事
項
と
外
的
事
項
、
教
育
内
容
と
指
導
助
言
権
」
（
室
井
力
、
鈴
木
英
一
編
『
教
育
法
の
基
礎
』
、
青
林
書
院
新
社
、

　
一
九
七
八
年
）
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12

　
「
教
育
課
程
行
政
の
構
造
と
史
的
展
開
」
（
家
永
三
郎
教
授
東
京
教
育
大
学
退
官
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
日
本
国
憲
法
と
戦
後

　
教
育
』
、
三
省
堂
、
一
九
七
九
年
）

B
　
「
学
校
の
管
理
運
営
と
教
職
員
の
地
位
を
め
ぐ
る
論
争
」
（
久
木
幸
男
、
鈴
木
英
一
、
今
野
喜
清
編
『
日
本
教
育
論
争
史
録
第
三

　
巻
』
〈
現
代
篇
〉
（
上
）
、
第
一
法
規
、
一
九
八
○
年
）

14

　
「
図
書
館
法
の
教
育
法
的
意
義
と
課
題
」
（
日
本
図
書
館
協
会
編
『
図
書
館
法
研
究
』
、
一
九
八
○
年
）

15

　
「
教
育
委
員
会
制
度
論
ー
法
制
的
意
義
・
性
格
と
改
革
課
題
ー
」
（
高
柳
信
一
、
小
沢
辰
男
、
平
原
春
好
編
『
教
育
行
政
の
課
題
－

　
現
代
教
育
行
政
入
門
』
、
勤
草
書
房
、
一
九
八
○
年
）

16

　
「
教
育
行
財
政
法
制
の
教
育
法
的
性
格
と
問
題
」
（
日
本
教
育
法
学
会
編
『
世
界
と
日
本
の
教
育
法
』
、
講
座
教
育
法
第
七
巻
、
総

　
合
労
働
研
究
所
〈
エ
イ
デ
ル
研
究
所
〉
、
一
九
八
○
年
）
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「
学
校
の
自
治
の
今
日
的
意
義
と
課
題
」
（
日
本
教
育
法
学
会
編
『
学
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の
自
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課
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造
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史
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郎
教
授
東
京
教
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大
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退
官
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刊
行
委
員
会
編
『
日
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憲
法
と
戦
後

12 13 
巻
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〈
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代
篇
〉
(
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)
、
第
一
法
規
、

「
学
校
の
管
理
運
営
と
教
職
員
の
地
位
を
め
ぐ
る
論
争
」
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久
木
幸
男
、
鈴
木
英
一
、
今
野
喜
清
編
『
日
本
教
育
論
争
史
録
第
三

一
九
八

O
年
)

14 

「
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書
館
法
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教
育
法
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課
題
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書
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法
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O
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育
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入
門
』
、
動
草
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、

「
教
育
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員
会
制
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論
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法
制
的
意
義
・
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改
革
課
題
l

」
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18

　
「
教
師
採
用
の
現
状
と
課
題
」
、
「
初
任
者
研
修
の
運
営
実
態
」
（
日
本
教
育
学
会
教
師
教
育
に
関
す
る
研
究
委
員
会
編
『
教
師
教
育

　
の
課
題
ー
す
ぐ
れ
た
教
師
を
育
て
る
た
め
に
ー
』
明
治
図
書
、
一
九
八
三
年
）

19

　
「
教
育
改
革
を
考
え
る
」
（
九
州
大
学
公
開
講
座
十
八
『
人
と
教
育
』
、
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）

20

　
「
教
育
制
度
か
ら
み
た
今
後
の
志
向
と
課
題
」
（
高
野
桂
一
編
著
『
教
育
課
程
経
営
の
理
論
と
実
際
ー
新
教
育
課
程
基
準
を
ふ
ま
え

　
て
ー
』
教
育
開
発
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）

21

　
「
教
育
行
政
」
（
牧
柾
名
、
平
原
春
好
編
『
教
育
法
』
、
学
陽
書
房
、
一
九
九
四
年
）

22

　
「
教
育
政
策
の
動
向
i
臨
教
審
後
の
教
育
改
革
立
法
ー
」
（
山
梨
学
院
大
学
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
政
策
形
成
の
課
題
と
実
際
』
、

　
第
一
法
規
、
一
九
九
三
年
）

23

　
「
学
校
行
事
の
性
格
と
職
員
会
議
の
決
定
権
（
そ
の
ー
と
（
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
『
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
』
2
8
号
、

　
一
九
九
四
年
）

24

　
「
学
校
行
事
の
性
格
と
職
員
会
議
の
決
定
権
（
そ
の
2
）
」
（
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
『
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
』
2
9
号
、
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一
九
九
四
年
）

25

　
「
日
本
の
基
本
教
育
法
制
の
性
格
と
意
義
－
中
国
・
南
開
大
学
に
お
け
る
講
義
か
ら
ー
」
（
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
『
山
梨
学

　
院
大
学
法
学
論
集
』
3
8
号
、
一
九
九
七
年
）

26

　
「
教
育
基
本
法
の
見
方
ー
そ
の
評
価
と
改
正
論
の
特
徴
1
」
（
山
梨
学
院
大
学
『
教
職
課
程
年
報
第
8
号
』
一
九
九
八
年
）

27

　
「
教
科
書
裁
判
と
杉
本
判
決
の
意
義
」
（
教
科
書
検
定
訴
訟
を
支
援
す
る
東
京
都
連
絡
会
編
『
語
り
つ
ぐ
家
永
教
科
書
裁
判
』
、
一

　
九
九
八
年
、
平
和
文
化
）

28

　
「
教
職
員
の
勤
務
評
定
と
『
神
奈
川
方
式
』
の
性
格
と
意
義
」
（
神
奈
川
県
高
等
学
校
教
育
会
館
・
高
校
教
育
制
度
と
自
治
史
研
究

会
）
、
一
九
九
九
年
〉

29

　
「
地
方
自
治
と
教
育
政
策
1
そ
の
回
顧
と
課
題
ー
」
（
日
本
教
育
政
策
学
会
年
報
第
六
号
『
地
方
自
治
と
教
育
政
策
』
、
一
九
九
九

　
年
）

30

　
「
学
校
管
理
権
の
教
育
法
的
検
討
－
学
校
の
自
治
保
障
の
あ
り
方
！
」
（
『
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
』
4
5
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
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31

　
「
教
育
改
革
の
歴
史
と
展
望
ー
教
育
行
政
を
中
心
に
i
」
（
『
都
市
問
題
』
第
九
二
巻
第
五
号
、
二
〇
〇
一
年
五
月
号
、
東
京
市
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〇
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・
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評
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問
題
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資
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改
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す
る
余
地
は
な
い
か
（
「
学
校
運
営
研
究
　
5
」
、
明
治
図
書
、
一
九
六
二
年
）

3
　
地
方
「
視
学
」
機
構
編
制
論
（
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
六
巻
、
一
九
六
三
年
）

4
　
教
育
行
政
の
論
理
の
問
題
（
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
七
巻
、
一
九
六
五
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5
　
戦
前
日
本
に
お
け
る
教
育
行
政
法
論
の
検
討
ー
教
育
行
政
の
意
義
、
性
質
、
地
方
自
治
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
ー
（
東
京
大
学

　
教
育
学
部
紀
要
、
第
九
巻
、
一
九
六
六
年
）

6
　
講
座
・
地
方
自
治
戦
後
二
十
年
－
教
育
ー
（
「
月
刊
自
治
研
」
、
一
九
六
七
年
五
月
）

7
　
明
治
憲
法
下
の
教
育
行
政
機
構
の
形
成
と
意
義
に
つ
い
て
（
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
、
第
七
号
、
一
九
六
八
年
）

8
　
教
師
の
地
位
の
勧
告
に
対
す
る
政
府
・
文
部
省
の
対
応
（
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
十
巻
、
一
九
六
八
年
）

9
　
教
師
の
社
会
保
障
（
同
右
紀
要
）

10

　
教
育
行
政
と
地
方
自
治
（
「
教
育
」
二
三
六
号
、
一
九
六
九
年
六
月
）

n
　
教
育
行
政
の
検
討
－
戦
後
教
育
行
政
の
理
念
に
つ
い
て
（
「
婦
人
教
師
」
二
八
号
、
一
九
六
九
年
八
月
）

12

　
高
校
教
育
政
策
に
お
け
る
「
政
治
的
教
養
の
教
育
と
政
治
活
動
」
の
位
置
と
論
理
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
四
四
二
号
、
一
九
七
〇
年
一

　
月
十
五
日
）

一961一

修教授略歴神田961 

5 

戦
前
日
本
に
お
け
る
教
育
行
政
法
論
の
検
討
!
教
育
行
政
の
意
義
、
性
質
、
地
方
自
治
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
l

(
東
京
大
学

教
育
学
部
紀
要
、
第
九
巻
、

一
九
六
六
年
)

6 

講
座
・
地
方
自
治
戦
後
二
十
年
1

教
育
ー

一
九
六
七
年
五
月
)

(
「
月
刊
自
治
研
」
、

7 

明
治
憲
法
下
の
教
育
行
政
機
構
の
形
成
と
意
義
に
つ
い
て
(
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
、
第
七
号
、

一
九
六
八
年
)

8 

教
師
の
地
位
の
勧
告
に
対
す
る
政
府
・
文
部
省
の
対
応
(
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
十
巻
、

一
九
六
八
年
)

9 

教
師
の
社
会
保
障
(
同
右
紀
要
)

10 

教
育
行
政
と
地
方
自
治
(
「
教
育
」
二
三
六
号
、

一
九
六
九
年
六
月
)

11 

教
育
行
政
の
検
討
l

戦
後
教
育
行
政
の
理
念
に
つ
い
て
(
「
婦
人
教
師
」
二
八
号
、

一
九
六
九
年
八
月
)

12 

高
校
教
育
政
策
に
お
け
る
「
政
治
的
教
養
の
教
育
と
政
治
活
動
」
の
位
置
と
論
理
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
四
四
二
号
、

一
九
七

O
年
一

月
十
五
日
)

-961-

修教授略歴神田961 

5 

戦
前
日
本
に
お
け
る
教
育
行
政
法
論
の
検
討
!
教
育
行
政
の
意
義
、
性
質
、
地
方
自
治
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
l

(
東
京
大
学

教
育
学
部
紀
要
、
第
九
巻
、

一
九
六
六
年
)

6 

講
座
・
地
方
自
治
戦
後
二
十
年
1

教
育
ー

一
九
六
七
年
五
月
)

(
「
月
刊
自
治
研
」
、

7 

明
治
憲
法
下
の
教
育
行
政
機
構
の
形
成
と
意
義
に
つ
い
て
(
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
、
第
七
号
、

一
九
六
八
年
)

8 

教
師
の
地
位
の
勧
告
に
対
す
る
政
府
・
文
部
省
の
対
応
(
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
十
巻
、

一
九
六
八
年
)

9 

教
師
の
社
会
保
障
(
同
右
紀
要
)

10 

教
育
行
政
と
地
方
自
治
(
「
教
育
」
二
三
六
号
、

一
九
六
九
年
六
月
)

11 

教
育
行
政
の
検
討
l

戦
後
教
育
行
政
の
理
念
に
つ
い
て
(
「
婦
人
教
師
」
二
八
号
、

一
九
六
九
年
八
月
)

12 

高
校
教
育
政
策
に
お
け
る
「
政
治
的
教
養
の
教
育
と
政
治
活
動
」
の
位
置
と
論
理
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
四
四
二
号
、

一
九
七

O
年
一

月
十
五
日
)

-961-



法学論集　49〔山梨学院大学〕　962

13

　
教
育
行
政
と
地
方
自
治
（
法
律
時
報
、
第
四
二
巻
十
号
、
一
九
七
〇
年
八
月
）

14

　
中
教
審
の
教
育
改
革
案
批
判
ー
改
革
案
の
公
教
育
構
想
ー
（
法
と
民
主
主
義
、
五
十
一
号
、
日
本
民
主
法
律
協
会
、
一
九
七
〇
年

十
月
）

15

　
教
育
内
容
政
策
の
新
段
階
と
地
方
自
治
ー
京
都
府
と
富
山
県
を
比
較
し
て
ー
（
法
と
民
主
主
義
、
五
十
四
号
、
一
九
七
一
年
一

　
月
）

16

　
教
員
の
採
用
に
関
す
る
制
度
的
問
題
ー
教
員
の
「
選
考
」
と
「
任
命
権
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
（
労
働
法
律
旬
報
、
七
七
六
号
、
一
九

　
七
一
年
五
月
）

17

　
教
育
に
お
け
る
「
命
令
主
義
」
と
「
法
律
主
義
－
戦
前
日
本
の
教
育
統
制
の
し
く
み
①
1
（
季
刊
教
育
法
、
創
刊
号
、
総
合
労
働

　
研
究
所
〈
エ
イ
デ
ル
研
究
所
〉
一
九
七
一
年
十
月
）

18

　
地
方
教
育
行
政
の
一
元
化
（
季
刊
国
民
教
育
、
第
十
号
、
労
働
旬
報
社
、
一
九
七
一
年
十
一
月
）

19

　
教
育
に
お
け
る
国
家
統
制
と
住
民
自
治
ー
戦
前
日
本
の
教
育
統
制
の
し
く
み
⑭
ー
（
季
刊
教
育
法
、
第
二
号
、
一
九
七
一
年
十
二
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月
）

20

　
教
育
課
程
・
学
習
指
導
要
領
の
基
準
性
（
教
育
評
論
、
臨
時
増
刊
、
日
本
教
職
員
組
合
、
一
九
七
二
年
三
月
）

21

　
教
師
の
地
位
と
教
育
政
策
（
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
、
第
四
十
二
号
、
一
九
七
二
年
三
月
）

22

　
教
育
委
員
会
制
度
と
教
師
の
地
位
（
「
教
育
」
二
七
六
号
、
一
九
七
二
年
五
月
）

23

　
学
習
指
導
要
領
と
大
綱
的
基
準
（
法
律
時
報
「
憲
法
と
教
育
」
、
臨
時
増
刊
、
日
本
評
論
社
、
一
九
七
二
年
六
月
）

24

　
学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
力
と
学
校
（
季
刊
国
民
教
育
、
第
十
三
号
、
浪
本
勝
年
、
山
吉
剛
と
分
担
執
筆
、
一
九
七
二
年
七

　
月
）

25

　
中
教
審
路
線
の
動
向
（
資
料
）
（
教
育
評
論
・
臨
時
増
刊
、
日
本
教
職
員
組
合
、
一
九
七
二
年
七
月
）

26

　
教
育
権
を
ど
う
う
け
と
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27

　
行
政
研
修
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
・
研
修
組
織
を
め
ぐ
る
国
と
地
方
の
役
割
分
担
（
現
代
教
育
科
学
、
一
八
○
号
、
明
治
図
書
、
一

　
九
七
二
年
十
月
）

28

　
「
指
導
助
言
」
の
法
理
と
教
育
課
程
の
自
主
編
成
（
季
刊
教
育
法
、
第
六
号
、
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
七
二
年
十
二
月
）

29

　
戦
後
日
本
の
教
育
行
政
と
法
（
「
教
育
学
研
究
」
第
三
九
巻
第
一
号
、
日
本
教
育
学
会
、
一
九
七
三
年
三
月
、
共
同
研
究
）

30

　
戦
後
日
本
の
教
員
政
策
を
考
え
る
i
教
師
・
専
門
職
論
に
か
か
わ
っ
て
ー
（
婦
人
教
師
、
七
一
号
、
明
治
図
書
、
一
九
七
三
年
三

　
月
）

31

　
学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
力
の
有
無
－
大
分
県
伝
達
講
習
会
事
件
1
（
小
林
直
樹
、
兼
子
仁
編
、
教
育
判
例
百
選
〈
別
冊
ジ
ュ

　
リ
ス
ト
〉
、
四
十
一
号
、
一
九
七
三
年
四
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

32

　
「
学
力
テ
ス
ト
の
成
績
評
価
的
性
格
と
教
委
に
よ
る
か
し
の
治
癒
ー
岩
手
県
教
組
事
件
1
（
同
右
教
育
判
例
百
選
）

33

　
「
学
校
を
選
ぶ
権
利
と
学
区
制
」
（
雑
誌
「
教
育
」
、
二
九
五
号
、
一
九
七
三
年
十
一
月
）
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34

　
「
教
師
集
団
づ
く
り
の
課
題
」
（
雑
誌
「
生
活
指
導
」
、
一
八
九
号
、
明
治
図
書
、
一
九
七
四
年
一
月
）

35

　
「
学
校
自
治
と
教
育
に
お
け
る
住
民
自
治
1
そ
の
法
理
と
制
度
を
考
え
る
た
め
に
ー
」
（
日
本
教
育
法
学
会
年
報
「
国
民
の
学
習
権

　
と
住
民
自
治
」
第
三
号
、
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
三
月
）

36

　
「
学
区
の
性
格
と
学
務
委
員
の
役
割
」
（
季
刊
教
育
法
、
十
一
号
、
一
九
七
四
年
三
月
）

37

　
「
教
育
法
の
検
討
ー
人
材
確
保
法
の
意
義
と
教
頭
法
案
の
性
格
i
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
五
六
〇
号
、
一
九
七
四
年
五
月
十
五
日
）

38

　
「
人
材
確
保
法
の
成
立
と
教
頭
職
法
制
化
法
案
」
（
「
教
育
」
、
三
〇
二
号
、
一
九
七
四
年
五
月
）

39

　
「
教
育
行
政
に
お
け
る
指
揮
命
令
と
指
導
助
言
－
視
学
と
指
導
主
事
制
度
の
性
格
と
職
務
1
」
（
季
刊
教
育
法
、
十
二
号
、
一
九
七

　
四
年
六
月
）

40

　
「
教
育
行
政
と
学
校
に
お
け
る
〃
地
域
〃
の
位
置
と
論
理
」
（
教
育
学
研
究
、
第
四
十
一
巻
第
二
号
、
日
本
教
育
学
会
、
一
九
七
四

　
年
六
月
）
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41

　
「
地
方
教
育
行
政
の
責
任
と
限
界
」
（
季
刊
教
育
法
、
十
六
号
、
一
九
七
五
年
六
月
）

42

　
「
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
法
と
教
育
政
策
」
（
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
、
第
五
十
三
号
、
一
九
七
五
年
九
月
）

43

　
「
教
育
政
策
・
行
政
に
お
け
る
私
学
振
興
助
成
法
の
位
置
と
問
題
点
」
（
季
刊
国
民
教
育
、
第
二
十
六
号
、
一
九
七
五
年
十
一
月
）

岨
　
「
学
校
教
育
を
め
ぐ
る
立
法
と
裁
判
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
六
〇
三
号
、
一
九
七
六
年
一
月
一
日
）

45

　
「
教
育
に
お
け
る
平
等
の
概
念
と
学
校
問
格
差
」
、
公
明
、
一
九
七
六
年
二
月

46

　
「
住
民
要
求
に
も
と
づ
く
学
習
権
の
確
立
と
教
育
福
祉
の
条
件
整
備
を
求
め
て
1
第
十
六
回
自
治
研
と
そ
の
意
義
ー
」
、
「
教
育
」
、

　
三
二
六
号
、
一
九
七
六
年
二
月

47

　
「
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
自
治
と
父
母
の
組
織
化
」
（
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
、
第
五
十
五
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）

48

　
「
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
協
議
会
に
つ
い
て
ー
そ
の
教
育
内
容
、
研
究
調
査
行
政
の
一
面
ー
」
（
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
、
第

　
十
三
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）
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一
九
七
五
年
九
月
)

43 

「
教
育
政
策
・
行
政
に
お
け
る
私
学
振
興
助
成
法
の
位
置
と
問
題
点
」
(
季
刊
国
民
教
育
、
第
二
十
六
号
、

一
九
七
五
年
十
一
月
)

44 

「
学
校
教
育
を
め
ぐ
る
立
法
と
裁
判
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
六

O
三
号
、

一
九
七
六
年
一
月
一
日
)

45 

「
教
育
に
お
け
る
平
等
の
概
念
と
学
校
間
格
差
」
、
公
明
、

一
九
七
六
年
二
月

46 

「
住
民
要
求
に
も
と
づ
く
学
習
権
の
確
立
と
教
育
福
祉
の
条
件
整
備
を
求
め
て
!
第
十
六
回
自
治
研
と
そ
の
意
義
l
」
、
「
教
育
」
、

一一一一六口方、

一
九
七
六
年
二
月

47 

「
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
自
治
と
父
母
の
組
織
化
」
(
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
、
第
五
十
五
号
、

一
九
七
六
年
三
月
)

48 

「
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
協
議
会
に
つ
い
て
ー
そ
の
教
育
内
容
、
研
究
調
査
行
政
の
一
面
l

」
(
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
、
第

十
三
号
、

一
九
七
六
年
三
月
)
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49

　
「
『
審
議
の
ま
と
め
』
と
教
育
課
程
の
基
準
性
」
（
季
刊
教
育
法
、
二
十
二
号
、
一
九
七
六
年
十
二
月
）

50

　
「
最
高
裁
・
北
海
道
学
力
テ
ス
ト
判
決
と
教
育
権
論
」
（
判
例
時
報
、
八
三
二
号
、
判
例
時
報
社
、
一
九
七
七
年
一
月
一
日
）

51

　
「
学
校
教
育
（
教
育
基
本
法
六
条
）
」
（
教
育
評
論
、
第
三
四
四
号
）

　
九
七
七
年
三
月
）
」

53

　
「
教
員
公
務
員
特
例
法
1
「
教
員
」
基
本
法
制
の
意
義
と
課
題
ー
」
、
季
刊
教
育
法
、
二
十
三
号
、
一
九
七
七
年
三
月

54

　
「
社
会
教
育
法
」
（
教
育
基
本
法
第
七
条
）
（
別
冊
国
民
教
育
「
教
育
基
本
法
」
、
一
九
七
七
年
三
月
）

55

　
「
学
校
の
自
主
性
と
教
育
委
員
会
の
管
理
権
」
（
母
と
子
、
第
二
十
三
巻
第
五
号
、
蒼
生
社
、
一
九
七
七
年
）

56

　
「
新
学
習
指
導
要
領
の
性
格
と
こ
れ
か
ら
の
教
育
行
政
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
六
四
九
号
、
一
九
七
七
年
十
月
一
日
）

52

　
「
教
育
自
治
と
父
母
の
権
利
ー
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
を
見
て
日
本
の
教
育
を
考
え
る
ー
（
杉
並
教
育
法
研
究
会
年
報
、
第
四
号
、
一
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57

　
「
学
校
の
自
治
と
教
育
委
員
会
の
管
理
権
ー
校
務
分
掌
と
し
て
の
「
主
任
」
を
中
心
に
i
」
（
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
、
第
六
十

　
号
、
一
九
七
八
年
二
月
）

58

　
「
教
育
に
お
け
る
「
体
罰
」
問
題
を
考
え
る
ー
「
体
罰
的
教
育
」
克
服
の
基
本
的
視
点
（
月
刊
生
徒
指
導
、
第
八
巻
第
三
号
、
学

　
事
出
版
、
一
九
七
八
年
三
月
）

59

　
「
教
育
に
お
け
る
自
治
と
教
職
員
人
事
」
（
季
刊
教
育
法
、
二
十
七
号
、
一
九
七
八
年
三
月
）

60

　
「
教
師
の
自
由
と
権
利
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
総
合
特
集
「
教
育
i
理
念
、
現
況
、
法
制
度
」
、
一
九
七
八
年
五
月
）

61

　
「
現
代
学
校
の
任
務
と
校
務
分
掌
」
（
季
刊
教
育
法
、
二
十
八
号
、
一
九
七
八
年
六
月
）

62

　
「
戦
後
教
育
改
革
と
教
育
委
員
会
制
度
－
自
治
体
教
育
行
政
組
織
の
意
義
1
」
（
季
刊
国
民
教
育
、
第
三
十
八
号
、
一
九
七
八
年
十

　
一
月
）

63

　
「
教
育
の
権
利
と
自
治
体
教
育
行
政
」
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
「
現
代
地
方
自
治
」
、
総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
8
、
一
九
七
九
年
）
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64

　
「
児
童
の
放
任
、
虐
待
、
搾
取
か
ら
の
保
護
の
権
利
ー
児
童
の
権
利
宣
言
第
九
条
」
（
別
冊
国
民
教
育
「
子
ど
も
の
権
利
」
、
一
九

　
七
九
年
五
月
）

65

　
「
学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
力
の
有
無
－
伝
習
館
高
校
事
件
1
」
（
教
育
判
例
百
選
（
第
二
版
、
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
六
四
号
、

　
一
九
七
九
年
九
月
）

66

　
「
教
育
委
員
会
制
度
の
意
義
と
課
題
」
（
都
政
人
（
地
方
自
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
一
九
七
九
年
九
月
）

67

　
「
私
学
助
成
法
制
の
教
育
・
研
究
条
件
整
備
法
性
」
（
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
、
第
六
十
五
号
、
一
九
七
九
年
十
二
月
）

68

　
「
教
育
評
価
の
し
く
み
と
指
導
要
録
の
決
定
権
」
、
季
刊
教
育
法
、
三
十
四
号
、
一
九
七
九
年
十
二
月

69

　
「
教
育
法
」
（
一
九
七
九
年
学
界
回
顧
）
、
法
律
時
報
、
一
九
七
九
年
十
二
月

70

　
「
教
職
員
と
父
母
で
つ
く
る
学
校
の
自
治
」
季
刊
教
育
法
、
三
十
五
号
、
一
九
八
○
年
三
月

71

　
「
教
育
に
お
け
る
分
権
化
の
動
き
」
地
方
自
治
通
信
、
一
九
八
○
年
三
月

一969一

修教授略歴神田969 

七
九
年
五
月
)

「
児
童
の
放
任
、
虐
待
、
搾
取
か
ら
の
保
護
の
権
利
l
児
童
の
権
利
宣
言
第
九
条
」
(
別
冊
国
民
教
育
「
子
ど
も
の
権
利
」
、

64 

一
九
七
九
年
九
月
)

「
学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
力
の
有
無
l
伝
習
館
高
校
事
件
l

」
(
教
育
判
例
百
選
(
第
二
版
、
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
六
四
号
、

65 66 

「
教
育
委
員
会
制
度
の
意
義
と
課
題
」
(
都
政
人
(
地
方
自
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、

67 

一
九
七
九
年
九
月
)

「
私
学
助
成
法
制
の
教
育
・
研
究
条
件
整
備
法
性
」
(
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
、
第
六
十
五
号
、

一
九
七
九
年
十
二
月
)

68 

「
教
育
評
価
の
し
く
み
と
指
導
要
録
の
決
定
権
」
、
季
刊
教
育
法
、
三
十
四
号
、

69 

「
教
育
法
」
(
一
九
七
九
年
学
界
回
顧
)
、
法
律
時
報
、

一
九
七
九
年
十
二
月

70 

「
教
職
員
と
父
母
で
つ
く
る
学
校
の
自
治
」
季
刊
教
育
法
、
三
十
五
号
、

71 

「
教
育
に
お
け
る
分
権
化
の
動
き
」
地
方
自
治
通
信
、

一
九
八

O
年
三
月

一
九
七
九
年
十
二
月

一
九
八

O
年
三
月

九

-969-

修教授略歴神田969 

七
九
年
五
月
)

「
児
童
の
放
任
、
虐
待
、
搾
取
か
ら
の
保
護
の
権
利
l
児
童
の
権
利
宣
言
第
九
条
」
(
別
冊
国
民
教
育
「
子
ど
も
の
権
利
」
、

64 

一
九
七
九
年
九
月
)

「
学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
力
の
有
無
l
伝
習
館
高
校
事
件
l

」
(
教
育
判
例
百
選
(
第
二
版
、
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
六
四
号
、

65 66 

「
教
育
委
員
会
制
度
の
意
義
と
課
題
」
(
都
政
人
(
地
方
自
治
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、

67 

一
九
七
九
年
九
月
)

「
私
学
助
成
法
制
の
教
育
・
研
究
条
件
整
備
法
性
」
(
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
、
第
六
十
五
号
、

一
九
七
九
年
十
二
月
)

68 

「
教
育
評
価
の
し
く
み
と
指
導
要
録
の
決
定
権
」
、
季
刊
教
育
法
、
三
十
四
号
、

69 

「
教
育
法
」
(
一
九
七
九
年
学
界
回
顧
)
、
法
律
時
報
、

一
九
七
九
年
十
二
月

70 

「
教
職
員
と
父
母
で
つ
く
る
学
校
の
自
治
」
季
刊
教
育
法
、
三
十
五
号
、

71 

「
教
育
に
お
け
る
分
権
化
の
動
き
」
地
方
自
治
通
信
、

一
九
八

O
年
三
月

一
九
七
九
年
十
二
月

一
九
八

O
年
三
月

九

-969-



法学論集　49〔山梨学院大学〕　970

72

　
「
教
育
委
員
準
公
選
の
意
義
と
教
育
委
員
会
改
革
の
課
題
」
、
教
育
評
論
、
三
九
三
号
、
一
九
八
○
年
七
月

73

　
「
教
育
法
」
（
一
九
八
○
年
学
界
回
顧
）
、
法
律
時
報
、
一
九
八
○
年
十
二
月

74

　
「
学
校
と
地
域
の
教
育
権
保
障
法
制
論
を
求
め
て
（
八
十
年
代
教
育
法
学
の
課
題
と
展
望
）
」
日
本
教
育
法
学
会
年
報
、
第
十
号
、

　
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
三
月

75

　
「
情
報
公
開
と
教
育
ー
教
育
委
員
会
「
会
議
録
」
公
開
判
決
の
意
義
と
準
公
選
教
育
委
員
会
の
課
題
1
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

　
「
情
報
公
開
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
、
一
九
八
一
年
六
月

76

　
「
教
育
制
度
と
教
科
書
」
、
ぶ
っ
く
れ
っ
と
三
三
号
、
三
省
堂
、
一
九
八
一
年
七
月

77

　
「
教
育
法
」
（
一
九
八
一
年
学
会
回
顧
）
、
法
律
時
報
、
一
九
八
一
年
十
二
月

78

　
「
非
行
対
策
と
し
て
の
「
管
理
主
義
」
と
教
育
権
」
、
季
刊
教
育
法
、
四
十
二
号
、
一
九
八
一
年
十
二
月

79

　
「
教
師
の
採
用
・
免
許
法
改
正
に
関
す
る
諸
問
題
」
（
教
育
学
研
究
、
第
四
十
九
巻
第
十
一
号
、
一
九
八
二
年
三
月
）
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80

　
「
教
委
の
「
例
外
的
内
申
抜
き
処
分
」
認
容
の
妥
当
性
」
（
福
岡
高
判
、
昭
和
五
六
年
十
一
月
二
十
七
日
）
、
季
刊
教
育
法
、
四
十

　
四
号
、
一
九
八
二
年
六
月

81

　
「
教
育
権
と
地
方
自
治
－
教
育
判
例
を
中
心
に
ー
」
（
都
市
問
題
、
第
七
十
三
巻
第
八
号
、
一
九
八
二
年
八
月
）

82

　
「
知
る
権
利
」
の
制
度
的
保
障
の
展
開
－
神
奈
川
県
の
「
情
報
公
開
」
条
例
の
成
立
と
意
義
」
（
教
育
、
四
一
八
号
、
一
九
八
二
年

　
十
一
月
）

83

　
「
教
師
研
修
の
今
日
的
再
編
と
課
題
」
（
教
育
、
四
一
八
号
、
一
九
八
二
年
十
一
月
）

84

　
「
教
師
の
採
用
と
研
修
」
（
教
育
学
研
究
、
第
五
十
巻
第
十
一
号
、
日
本
教
育
学
会
、
一
九
八
三
年
三
月
）

85

　
「
教
育
を
う
け
る
権
利
保
障
と
地
方
自
治
－
自
治
体
・
地
域
に
お
け
る
教
育
参
加
の
展
開
に
か
か
わ
っ
て
ー
」
（
季
刊
教
育
法
、
第

　
五
十
号
、
一
九
八
三
年
十
二
月
）

86

　
「
自
治
体
・
地
域
・
学
校
に
お
け
る
教
育
参
加
の
と
り
く
み
」
（
教
育
学
研
究
、
第
五
十
一
巻
第
一
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）
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92

　
「
自
治
体
教
育
行
政
の
あ
り
方
－
教
育
委
員
準
公
選
の
教
育
制
度
・
法
制
的
意
義
1
」
（
「
教
育
行
政
研
究
」
、
九
州
大
学
教
育
行
政

　
学
研
究
室
、
一
九
八
五
年
三
月
）

91

　
「
学
校
の
自
治
を
め
ぐ
る
問
題
ー
教
育
行
政
の
視
野
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
比
較
を
含
め
て
ー
」
（
教
育
学
研
究
、
第
五
十
二
巻
第

　
一
号
、
一
九
八
五
年
三
月
）
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90

　
「
問
わ
れ
る
教
師
の
採
用
と
教
育
改
革
」
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
〈
こ
れ
か
ら
の
教
育
〉
、
総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
ニ
八
、

年
二
月
）

九
八
五

89

　
「
臨
教
審
と
教
育
改
革
の
方
向
ー
教
育
法
制
の
基
本
原
理
に
か
か
わ
っ
て
ー
」
、
（
法
律
時
報
、
第
五
七
巻
第
一
号
、

　
一
月
）

九
八
五
年

88

　
「
教
育
委
員
準
公
選
の
展
開
と
今
日
的
意
義
1
「
臨
教
審
」
教
育
改
革
に
関
連
し
て
i
」
（
法
律
時
報
、
第
五
十
六
巻
第
九
九
号
、

　
一
九
八
四
年
八
月
）

87

　
「
教
育
改
革
の
動
向
を
考
え
る
1
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
『
教
育
参
加
』
に
か
か
わ
っ
て
」
（
日
本
教
育
法
学
会
年
報
、
第

　
十
三
号
「
教
育
改
革
の
動
向
と
教
育
法
」
、
一
九
八
四
年
三
月
）
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視
野
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
比
較
を
含
め
て
!
」
(
教
育
学
研
究
、
第
五
十
二
巻
第

91 
学
研
究
室
、

一
九
八
五
年
三
月
)

「
自
治
体
教
育
行
政
の
あ
り
方
l
教
育
委
員
準
公
選
の
教
育
制
度
・
法
制
的
意
義
」
(
「
教
育
行
政
研
究
」
、
九
州
大
学
教
育
行
政

92 
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十
三
号
「
教
育
改
革
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動
向
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教
育
法
」
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一
九
八
四
年
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月
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て
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87 
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四
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て
l

」
(
法
律
時
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第
五
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第
九
九
号
、

88 89 

「
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教
審
と
教
育
改
革
の
方
向
l
教
育
法
制
の
基
本
原
理
に
か
か
わ
っ
て
l
」
、
(
法
律
時
報
、
第
五
七
巻
第
一
号
、

一
月
)
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「
問
わ
れ
る
教
師
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採
用
と
教
育
改
革
」
(
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
〈
こ
れ
か
ら
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教
育
〉
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総
合
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集
シ
リ
ー
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二
八
、

年
二
月
)

一
九
八
五
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一
九
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一
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l
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(
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、
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93

　
「
戦
前
・
戦
後
の
教
育
行
政
ー
そ
の
し
く
み
と
教
育
内
容
法
制
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
同
右
）

94

　
「
戦
前
・
戦
後
の
教
育
課
程
行
政
1
そ
の
構
造
と
史
的
展
開
ー
」
（
同
右
）

95

　
「
高
校
教
育
保
障
の
基
本
的
考
え
方
」
「
高
校
運
営
の
自
治
と
組
織
改
革
」
（
「
高
校
教
育
改
革
の
視
点
と
課
題
」
、
高
校
教
育
制
度

　
研
究
会
、
一
九
八
五
年
五
月
）

96

　
「
教
師
の
採
用
の
現
状
と
「
試
補
」
構
想
の
問
題
」
（
全
国
教
員
養
成
問
題
連
絡
会
、
一
九
八
五
年
十
月
）

97

　
「
高
校
教
育
の
保
障
と
学
校
・
地
域
の
自
治
－
臨
教
審
教
育
改
革
の
方
向
と
高
校
自
主
改
革
へ
の
視
点
ー
」
（
月
刊
ホ
ー
ム
ル
ー

　
ム
、
第
十
巻
第
十
二
号
、
学
事
出
版
、
｝
九
八
五
年
十
月
）

98

　
「
教
師
の
採
用
・
研
修
を
め
ぐ
る
動
向
と
改
革
の
課
題
」
（
「
高
教
組
時
報
」
六
十
二
号
、
日
本
高
等
学
校
教
職
員
組
合
、
一
九
八

　
五
年
十
二
月
）

99

　
「
教
師
の
『
資
質
向
上
』
策
と
採
用
・
研
修
評
価
制
度
の
基
本
問
題
」
（
季
刊
教
育
法
、
六
十
号
、
一
九
八
五
年
十
二
月
）
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㎜
　
「
教
育
政
策
の
な
か
の
教
師
の
権
利
と
自
由
」
（
教
育
行
政
研
究
、
第
一
号
、
九
州
大
学
教
育
行
政
学
研
究
室
、
一
九
八
六
年
三

　
月
）

m
　
「
教
育
基
本
法
と
教
師
の
地
位
を
考
え
る
ー
臨
教
審
「
審
議
経
過
の
概
要
（
そ
の
3
）
を
読
ん
で
ー
」
（
法
学
セ
ミ
ナ
i
、
三
三
七

　
号
、
一
九
八
六
年
五
月
）

皿
　
「
教
師
の
『
資
質
向
上
』
策
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
（
日
本
教
育
学
会
、
教
育
学
研
究
、
第
五
三
巻
第
二
号
、
一
九
八
六
年
六
月
）

鵬
　
「
教
育
基
本
法
と
教
育
行
政
ー
教
育
に
お
け
る
国
家
・
行
政
権
力
説
の
登
場
」
（
教
育
、
四
七
〇
号
、
一
九
八
六
年
八
月
）

四
　
「
教
育
行
政
に
お
け
る
”
規
制
緩
和
”
論
に
つ
い
て
1
政
策
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
京
都
座
会
の
提
言
を
中
心
に
ー
（
日
本
教
育
学

　
会
『
教
育
制
度
研
究
委
員
会
報
告
』
第
三
集
「
教
育
改
革
と
教
育
学
研
究
」
、
一
九
八
六
年
八
月
）

鵡
　
「
教
師
教
育
の
改
革
と
政
策
・
行
政
問
題
ー
養
成
・
採
用
・
研
修
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
日
本
教
育
学
会
、
右
に
同
じ
報
告
）

燗
　
「
教
育
に
お
け
る
私
事
性
と
公
共
性
i
現
代
公
教
育
の
意
義
と
教
育
改
革
に
ふ
れ
て
ー
」
（
教
育
と
医
学
、
第
三
十
五
巻
第
一
号
、

　
慶
応
通
信
、
一
九
八
七
年
一
月
）
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師
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育
行
政
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研
究
室
、

一
九
八
六
年

月

噌

E
E
ム

ハH
V

噌

E
E
よ

「
教
育
基
本
法
と
教
師
の
地
位
を
考
え
る
l
臨
教
審
「
審
議
経
過
の
概
要
(
そ
の
3
)
を
読
ん
で
l
」
(
法
学
セ
ミ
ナ
ー
、
三
三
七

号

一
九
八
六
年
五
月
)

102 

「
教
師
の
『
資
質
向
上
』
策
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
(
日
本
教
育
学
会
、
教
育
学
研
究
、
第
五
三
巻
第
二
号
、

一
九
八
六
年
六
月
)

103 

「
教
育
基
本
法
と
教
育
行
政
l
教
育
に
お
け
る
国
家
・
行
政
権
力
説
の
登
場
」
(
教
育
、

四
七

O
号、

一
九
八
六
年
八
月
)

104 

「
教
育
行
政
に
お
け
る
庁
規
制
緩
和
4

論
に
つ
い
て
!
政
策
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
京
都
座
会
の
提
言
を
中
心
に
l

(
日
本
教
育
学

会
『
教
育
制
度
研
究
委
員
会
報
告
』
第
三
集
「
教
育
改
革
と
教
育
学
研
究
」
、

一
九
八
六
年
八
月
)

F
h
J
u
 

n
H
リ

噌

E
S
ム

「
教
師
教
育
の
改
革
と
政
策
・
行
政
問
題
l
養
成
・
採
用
・
研
修
を
め
ぐ
っ
て
l
」
(
日
本
教
育
学
会
、
右
に
同
じ
報
告
)

106 

「
教
育
に
お
け
る
私
事
性
と
公
共
性
l

現
代
公
教
育
の
意
義
と
教
育
改
革
に
ふ
れ
て
l
」
(
教
育
と
医
学
、
第
三
十
五
巻
第
一
号
、

慶
応
通
信
、

一
九
八
七
年
一
月
)
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餅
　
「
教
育
委
員
会
の
会
議
、
傍
聴
、
請
願
関
係
規
則
の
概
況
」
（
教
育
行
政
研
究
、
第
二
号
、
九
州
大
学
教
育
行
政
研
究
室
、
一
九
八

　
七
年
三
月
）

鵬
　
「
地
域
か
ら
の
教
育
改
革
論
－
教
育
委
員
会
論
の
あ
り
方
と
課
題
」
（
法
律
時
報
、
第
六
十
巻
第
一
号
、
一
九
八
八
年
一
月
）

瑚
　
「
通
学
区
制
改
革
論
と
そ
の
教
育
法
的
評
価
」
（
教
育
行
政
研
究
、
第
三
号
、
九
州
大
学
教
育
行
政
研
究
室
、
一
九
八
八
年
三
月
）

m
　
「
教
師
教
育
の
改
革
ー
研
修
問
題
を
中
心
に
ー
」
（
日
本
教
育
学
会
教
育
制
度
研
究
委
員
会
報
告
第
六
集
「
教
師
教
育
の
課
題
」
、

　
一
九
八
八
年
九
月
）

m
　
「
学
校
の
教
育
自
治
と
生
徒
の
地
位
」
（
教
育
行
政
研
究
、
第
四
号
、
九
州
大
学
教
育
行
政
研
究
室
、
一
九
八
九
年
三
月
）

m
　
「
教
師
に
と
っ
て
研
修
と
は
何
か
」
（
『
作
文
と
教
育
』
、
四
七
六
号
、
百
合
出
版
、
一
九
八
九
年
六
月
）

田
　
「
教
育
情
報
の
公
開
と
情
報
公
開
制
度
」
（
教
育
行
政
学
研
究
、
第
五
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
）

濃
　
「
教
育
政
策
の
な
か
の
教
師
教
育
ー
教
師
研
修
の
意
義
と
特
質
1
」
（
日
本
教
育
学
会
教
育
制
度
研
究
委
員
会
報
告
「
教
師
の
資
質
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107 

「
教
育
委
員
会
の
会
議
、
傍
聴
、
請
願
関
係
規
則
の
概
況
」
(
教
育
行
政
研
究
、
第
二
号
、
九
州
大
学
教
育
行
政
研
究
室
、

一
九
八

七
年
三
月
)

108 

「
地
域
か
ら
の
教
育
改
革
論
l

教
育
委
員
会
論
の
あ
り
方
と
課
題
」
(
法
律
時
報
、
第
六
十
巻
第
一
号
、

一
九
八
八
年
一
月
)

n
H
W
J
V
 

A
H
H
υ
 

守

aEム

「
通
学
区
制
改
革
論
と
そ
の
教
育
法
的
評
価
」
(
教
育
行
政
研
究
、
第
三
号
、
九
州
大
学
教
育
行
政
研
究
室
、

一
九
八
八
年
三
月
)

110 

「
教
師
教
育
の
改
革
l
研
修
問
題
を
中
心
に
l
」
(
日
本
教
育
学
会
教
育
制
度
研
究
委
員
会
報
告
第
六
集
「
教
師
教
育
の
課
題
」
、

一
九
八
八
年
九
月
)

T
E
a
A
 

1
1ム

T
a
a
A
 

「
学
校
の
教
育
自
治
と
生
徒
の
地
位
」
(
教
育
行
政
研
究
、
第
四
号
、
九
州
大
学
教
育
行
政
研
究
室
、

一
九
八
九
年
三
月
)

112 

「
教
師
に
と
っ
て
研
修
と
は
何
か
」
(
『
作
文
と
教
育
』
、
四
七
六
号
、
百
合
出
版
、

一
九
八
九
年
六
月
)

q-υ ''Bム
司
自

'
A

「
教
育
情
報
の
公
開
と
情
報
公
開
制
度
」
(
教
育
行
政
学
研
究
、
第
五
号
、

一
九
九

O
年
三
月
)

114 

「
教
育
政
策
の
な
か
の
教
師
教
育
l
教
師
研
修
の
意
義
と
特
質
l
」
(
日
本
教
育
学
会
教
育
制
度
研
究
委
員
会
報
告
「
教
師
の
資
質
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「
教
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政
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の
な
か
の
教
師
教
育
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教
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研
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意
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特
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質



法学論集　49〔山梨学院大学〕976

　
と
教
員
養
成
、
研
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
善
に
関
す
る
教
育
学
的
研
究
」
、
日
本
教
育
学
会
、
一
九
九
一
年
三
月
）

珊
「
自
治
体
教
育
内
容
行
政
の
戦
後
構
想
ー
教
科
書
検
定
行
政
の
原
則
的
あ
り
方
ー
」
（
教
育
行
政
学
研
究
、
第
六
号
、
一
九
九
一
年

　
五
月
）

田
　
「
公
立
義
務
教
育
学
校
の
通
学
区
制
と
そ
の
教
育
法
的
意
義
・
評
価
ー
就
学
権
確
認
請
求
事
件
に
関
連
し
て
ー
」
（
教
育
行
政
学
研

　
究
、
第
七
号
、
一
九
九
二
年
五
月
）

m
　
「
学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
の
有
無
1
伝
習
館
高
校
事
件
」
（
教
育
判
例
百
選
、
一
九
九
二
年
七
月
）

盤
　
「
教
育
行
財
政
研
究
と
日
本
教
育
学
会
」
（
教
育
学
研
究
、
第
五
九
巻
三
号
、
日
本
教
育
学
会
、
一
九
九
二
年
）

田
　
「
管
理
職
の
指
導
性
が
問
わ
れ
る
1
開
か
れ
た
学
校
の
自
治
と
管
理
職
の
あ
り
方
1
」
（
季
刊
教
育
法
、
九
六
号
、
一
九
九
四
年
三

　
月
）

㎜
　
「
学
校
教
育
問
題
と
教
育
行
政
改
革
の
課
題
」
（
「
埼
玉
自
治
」
一
九
九
六
年
五
月
号
）
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一
九
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一
年
三
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学
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学
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請
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に
関
連
し
て
l
」
(
教
育
行
政
学
研

117 

「
学
習
指
導
要
領
の
法
的
拘
束
の
有
無
ー
伝
習
館
高
校
事
件
」
(
教
育
判
例
百
選
、

一
九
九
二
年
七
月
)

nu
ハU
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g'ム
ーE
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「
教
育
行
財
政
研
究
と
日
本
教
育
学
会
」
(
教
育
学
研
究
、
第
五
九
巻
三
号
、
日
本
教
育
学
会
、

一
九
九
二
年
)

119 

「
管
理
職
の
指
導
性
が
問
わ
れ
る
!
聞
か
れ
た
学
校
の
自
治
と
管
理
職
の
あ
り
方
|
」
(
季
刊
教
育
法
、
九
六
号
、

月
120 

「
学
校
教
育
問
題
と
教
育
行
政
改
革
の
課
題
」
(
「
埼
玉
自
治
」

一
九
九
六
年
五
月
号
)

一
九
九
四
年
三
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皿
　
「
教
科
書
裁
判
と
私
ー
法
廷
で
の
証
言
に
つ
い
て
」
（
季
刊
教
育
法
二
三
号
、
一
九
九
七
年
十
二
月
）

伽
　
「
教
育
自
治
と
地
方
分
権
を
考
え
る
」
（
季
刊
『
教
育
改
革
』
、
北
海
道
教
育
社
、
一
九
九
八
年
六
月
刊
）

鵬
　
「
教
育
行
政
改
革
と
地
方
分
権
1
求
め
ら
れ
る
教
育
の
自
主
性
と
参
加
保
障
の
行
政
ー
」
（
季
刊
教
育
法
一
二
三
号
、

　
三
月
）

〔
そ
の
他
の
主
な
論
稿
等
〕

5　　　4　　　3　　　2　　　1

二
〇
〇
〇
年

教
育
課
程
再
編
成
の
諸
特
徴
（
東
京
大
学
新
聞
、
一
九
六
九
年
二
月
二
十
四
日
）

国
民
を
基
盤
に
研
究
を
推
進
－
教
育
法
学
会
結
成
の
課
題
と
任
務
（
日
教
組
教
育
新
聞
、
一
九
七
〇
年
九
月
十
日
）

日
本
教
育
法
学
会
の
誕
生
に
あ
た
っ
て
1
教
育
法
学
の
任
務
と
課
題
（
東
京
大
学
新
聞
、
一
九
七
〇
年
九
月
二
十
八
日
）

い
ま
の
学
校
教
育
を
考
え
る
ー
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
を
見
て
日
本
の
学
校
を
考
え
る
ー
（
草
の
実
、
一
九
七
五
年
五
月
）

学
校
経
営
に
お
け
る
基
本
問
題
（
神
奈
川
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
六
年
）

一977一
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121 

「
教
科
書
裁
判
と
私
l

法
廷
で
の
証
言
に
つ
い
て
」
(
季
刊
教
育
法
一
二
ニ
号
、

一
九
九
七
年
十
二
月
)

122 

「
教
育
自
治
と
地
方
分
権
を
考
え
る
」
(
季
刊
「
教
育
改
革
』
、
北
海
道
教
育
社
、

一
九
九
八
年
六
月
刊
)

123 
三
月
)

「
教
育
行
政
改
革
と
地
方
分
権
1

求
め
ら
れ
る
教
育
の
自
主
性
と
参
加
保
障
の
行
政
l
」
(
季
刊
教
育
法
一
二
三
号
、
二

0
0
0年
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の
他
の
主
な
論
稿
等
〕

1 

教
育
課
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編
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諸
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東
京
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学
新
聞
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六
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四
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)
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国
民
を
基
盤
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研
究
を
推
進
l

教
育
法
学
会
結
成
の
課
題
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任
務
(
日
教
組
教
育
新
聞
、

3 

日
本
教
育
法
学
会
の
誕
生
に
あ
た
っ
て
l

教
育
法
学
の
任
務
と
課
題
(
東
京
大
学
新
聞
、

4 

い
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の
学
校
教
育
を
考
え
る
!
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
を
見
て
日
本
の
学
校
を
考
え
る
ー

5 

学
校
経
営
に
お
け
る
基
本
問
題
(
神
奈
川
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
六
年
)

一
九
七

O
年
九
月
十
日
)

一
九
七

O
年
九
月
二
十
八
日
)

(
草
の
実
、

一
九
七
五
年
五
月
)
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6
　
“
狼
”
に
も
な
れ
る
人
間
と
教
育
基
本
法
（
巻
頭
随
想
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
一
九
七
七
年
四
月
十
五
日
、
六
三
六
号
）

7
　
日
本
教
育
法
学
会
第
七
回
定
期
総
会
－
教
育
基
本
法
三
十
年
の
意
義
と
課
題
を
さ
ぐ
る
ー
（
教
育
、
一
九
七
七
年
六
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い

8
　
教
育
委
員
会
制
度
の
課
題
と
展
望
（
木
田
宏
、
下
村
哲
夫
と
鼎
談
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
一
九
七
九
年
二
月
十
五
日
、
六
八
四
号
）

9
　
教
育
は
子
の
人
権
を
こ
そ
（
信
濃
毎
日
新
聞
、
一
九
八
一
年
十
二
月
八
日
）

10

　
第
一
回
教
育
委
員
準
公
選
を
ど
う
み
る
か
（
兼
子
仁
、
松
原
治
郎
、
室
俊
司
、
吉
田
善
明
と
座
談
、
中
野
区
編
「
教
育
委
員
準
公

　
選
の
記
録
」
エ
イ
デ
ル
研
究
所
、
一
九
八
二
年
所
収
）

11

　
開
か
れ
た
教
育
ー
自
治
体
行
政
へ
の
期
待
と
展
望
ー
吉
田
善
明
と
対
談
（
ぶ
っ
く
れ
っ
と
、
三
省
堂
、
一
九
八
二
年
五
月
・
七

　
月
）

12

　
自
著
を
語
る
ー
教
師
の
採
用
（
書
斎
の
窓
、
三
三
六
号
、
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
七
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